
Title 生活系ごみの収集有料化による減量効果 : 北海道全市町村を対象にして

Author(s) 永野, 孝一; 腰本, 嘉一; 金安, 公造

Description 第1回衛生工学シンポジウム（平成5年11月17日（水）-18日（木） 北海道大学学術交流会館） . 2 モデル
解析 . P2-4

Citation 衛生工学シンポジウム論文集, 1, 49-54

Issue Date 1993-11-01

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/7420

Type departmental bulletin paper

File Information 1-2-4_p49-54.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



2-4 

北海道大学衛生工学シンポジウム
1993.11北海道大学学術交流会館

生活系ごみの収集有料化による減量効果

一北海道全市町村を対象にして一

REDUCTION EFFECTS OF DO拙STICWASTE QUANTITY BY THE COLLECTION CHARGE SYSTEM IN HOKKAIDO 

永野孝一: 腰本嘉一一， 金安公造…

NAGANO Takak回u.， 五OSHIMOTOYoshikazu・・， KANEYASU Kozou... 

1.はじめに

高度経済成長以降の大量消費盟社会への構造変化は，市民の生活や消費スタイルに大きな影響を与え

た。その結果，家庭から排出されるごみの質は大きく変化し，その量も飛躍的に増加した。各自治体の

廃棄物処理への取り組みも一層大きな努力を要求されるようになった。しかし，ごみ質の変化やごみ総

量の増加は，最終処分場の確保を年々調難なものとし，加えて，近年の行政改革や財政事情の悪化など

により，廃棄物行政も対話な見誼しを迫られている。従来の処理体系では限界であることが認識され，

処理以前に排出量そのものを減らすための施策を講じる必要性が高まってきた。

そこで、，崩丘蜘悦治びてきたか法として，ごみ排出者に処理費用を直接負担させるご制収集有料化

方式があげられる。有料化を実施した際のメリットとして，①処理経費の歳入補填，(?)減量化による処

理経費の節減などがあげられる1)2)。しかしながら，有料化に踏み切る自治体はそれほと噌えてはいな

い。その理由として， (j)1.子政サ…ピスであるご制奴集を有料化することに対する抵抗感，(?)有料化lこと
もなう事務，業務の増大が処理経費をさらに民自するという憂慮感，@ごみ槻拙抑制による利去投棄

の増加などが考えられる。そこで，本研究ではごみ収集有料化の可能性を探るために，北海道において

販に有料制を導入している市町村の実態とその効果をさまざまな視点から調査検討する。

2.研究の方法

本研究で対象とする地鵡は，北海道内の全市町村とする。そして，ごみの排出構造は地域の特性要因

によって影響を受ける部分があると考えられるため，対象地域をいくつかに分類して解析する3}o地域

の特性要因を反映しカテゴリ一分けが容易な指標として，自治体の特性を総倒句に評価している民力総

合指数がある。これは，全国を100000としてエリア，都市圏，市町村別，都湖守県別などの構成詑率を

総合化したものである。市町村別の民力総合指数を算定するために採用されている指標は，①人口，②

世帯数，(a淑税対象所備費，④就業者総数，⑤農業組生産額，@工業製造品年間出荷額，⑦小売業商庖

年間販売額，@開行設残高，⑨自動車総保有台数，@)テレビ契約数の10項目である4)。道内には，平成

4年12月現在212市町村あるが，そのうちの67.0%までが人口工万人以下の市町村であり， 10万人以上の

都市は9つ (4.2%)のみである。しかし，この9市に道内人口の60%弱が集中しており，人口の都市へ

の集中が顕著であると同時に，地方部の過疎化が進んでいる。民力総合指数でみても，その値が20~0以

上の市町村は29で，残りの2∞弱の市町村は20.0以下の中小都市で、ある。民力総合指数は，あらかじめ人

口も包含された総合指様であるために人口規欄肋有料化状況と近保する傾向がみられるが，人口以外

の地域の特性も含めるために分類する指標として採用した。

対象とする廃禦初は，行政(事務蛤も含む)が運営し，直営もしくは委託，許可された業者によっ

て収集される家耀から排出されたごみとする。事業系のごみは除き， 1人1日あたりの排出量(原単位)

を用いて自噺する。本論では，これら主として家寵から排出されるごみを『生活系ごみ』とよび，生活

系ごみの原単位を次のように定義する。

宇都市環境研究会 ResearchGroup of Urban Environment 

林三菱商事(株) 封itubishiCo. 林キ(株)長大 ChodaiCo. ，Ltd. 
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計画収集人口X365

ここで，一般収集ごみ取り扱い量十粗大ごみ取り扱い量(臨営十委託+その他) (t/年)，計画収

集人口〔人)， ~活系ごみ排出原単位 (g/人・ S) であり，資料5) ， 6)を利用した。

現在，各自治体に採用されている手数料の徴収形態は，無料も含めて4つに大別できる。家薩からの

ごみ全量に手数料がかかるものとして，その量に応じて手数料が変わる従量制と一定の手数料を徴収す

る定額制がある。また，粗大ごみあるいは家庭から大量に排出された場合にのみ手数料を徴収する制度

がある。本研究ではIf無料』を含め，それぞれを『従量制JJIf定額制JJIf多量のみ徴収sと呼び，比
較検討する。各市町村がいずれの方法を採用しているかなどを文瞬間査とともに郵送 (FAXも含む)及び

電話による調査を実施して確認した。特殊なケースを除くと，平成2年3丹31日現在，従量制による有

料徴収が18市町村，定額制が14市町干す，多量のみ徴収カ1110市町村となった。

以上のようなことを踏まえて，統計資料ならびに実態調査から，①生活系ご制技集における減量効果，

②廃棄物偲謹経費の歳入に対する手数料者部真効果，@.廃棄物処理経費の歳出に対する財政影響，@有料

化実践にともな}う生活系ごみの不法投棄への影響という4つの視点から，北海道における有料化市町村

の現状とその効果や影響者分析し，行政の有料化導入を検討するc

3.有料化の現状

多くの市町村では事業系の一般廃耕却やし尿などに関して，収集の際に手数料を徴収して行政主体が

処理している。しかし，生活系ごみについては，昭和62年度で全鹿市町村の66.8%が無料収集である。

北識道では，平成2年度で170市町村(80.2%)と，全国平均を上回る割合で無料収集をしている。有料化

を実施している42市町村を徴収形態別にみると，従量制，定額制がそれぞれ18市町村(8.5%)，14市町村
(6.6%)と，全体の15.1%になっているoまた多量のみ徴収は10市町村(4.7%)である。

前述のように，民力総合指数によって市町村を各カテゴリーに分け，徴収青籍別に比較する。まず，

金量徴収についてみると，ともに民力総合指数2.0以上の市町村に点在している。従量制では3.0から

10.0，定額制は3.0から4.0の聞の市町村で多くみられる。多量のみの徴収は，民力総合指数4.0以上の市

町村に分布しており， 10.0以上の謝旨数の市町有で、より高い割合で、みられる。

次lこ，従量制，定額制の市町村数の経年変化を{図1]に示した。全国的には，蹄056年度に400以上
あった定額制は，その後暫減し，昭和62年度からわずかに糊自に転じている。従量制は着実にその数を

増し，この9年間で100以上もの市可村が新たに実施している。道内でもその傾向が顕著で，昭和56年度

から11年の間に定額制は19から14に減少したのに対し，従量制は8から18へと増加している。
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表1 1人工日あたり生活系ごみ排出量(原単位)
話国内It市町村監 平成二年産(g/ん自)

金平均 1.0;;;; xく2.0 2.0ζXく3.0 3.0孟Xく4.0 4.0豆Xく5.0 6.0~ xく10.0 10.0:;; xく20.020.0豆x
市有村数 (212) (15) (29) (32) (47) (3I) (29) (29) 

無料 960 (170) 1165 (15) 896 (26) 889 (24) 913 (37) 966 (24) 98ヲ
Epi i 
1021 。2t

従量餅 537 (18) ー 552 (3) 460 。)514 (5) 529 (4) 686 567 (1) I 

定額制 1192 (14) 一 一 1105 (5) 1237 。)1606 (2) 1084 (2) 1036 (均
多量のみ徴収 1062 (10) 一 一 一 回5 (2) 868 (I) 1365 。)948 (4)J 
x=民力雄告措置

表2 原単位の撤移

4.有料化にともなうごみの減量効果
平成2年度における徴収背郷別原単位を[表1Jに示した。これより全平均，各カテゴリーで従量制
が極端に少なく，減量効果カ瀧認できる。逆に，定額融を採用している市町村の原単位は，従量制の2

倍強もあり効果カ壊れていない。多量のみ徴収も同様に2鰯5の値で効果がみられない。また，定額制
と多量のみ徴収の原単位は鰍ヰ収集の場合よりも多く，減量効果舗自点からすると，かえってマイナス

に働いてしまうといえる。
次に，有料化実施市町村の原単位を時系列に把握し，実施前後の原単位の変化から減量効果を考察す

る。そのために，比較する市町村と年度を以下のように設定した。実施年月日の相違，データの有無等

の理由により，昭和56年から平成2年度の聞に有料徴収が実施された市町村を対象とした。この結果，

従量制が9市町村，定額制が3市町村，そして多量のみ徴収が2市町村となった。また，それぞれの実

施年を基準として前後3年間の値を用い，データのない場合は算入しないこととした{表2]0 

まず，従量制について考察する。実施年を基準とし，実施前の各年度から比較すると， 1年前との比

較では， 1町を総いた市町村で大きく減少している。特に，倶知安町のように2年前から比べて800g以

上も減少している市町村も存在し，大きな減量効果カヰ産認された。実施の1年後も従量制の市町村では

引き続き減少する傾向がみられ，かつ以降については微増している市町村はあるものの全体としては実

施後の減少傾向締割擁することがわかる。定額制と多量のみ撤収は，総合的な効果を推調l片るにはサン

プル数が少ないが，関様に考察する。まず，礼文町では他の2市町干すと比較して，多量に排出されてい

ることがわかる。実施1年前との上織では， 7Jt隣町の微増に対して，礼文町は800gの減量効果を示し，
滝j丹市も少量ながら減っている。
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表3 手数料収入の財政補填効果(平成2年度)

手数料補填比率算出式

手数料収入{丹)
手数料鴻填比率(%)諸 X 100 

処理及ぴ維持管ミ室経袋{円) … 

一方，実施後の各年次t;b滝川市，別海町とも横ばいもしくt;t.t皆加に転じているが，礼文町の場合， 2年
後に横ばいになり3年後に再び減少し，最終的に有料化導入を通しての5年間で1400g以上の減量効果

がみられた。多量のみ徴収の増毛町，女満別町は，実施の2年前からの1年間で，ともに増加している。

それが，翌1年間では2町とも減少しており，特に増毛町で、は800g以上減量している。しかしながら，

有料徴収実施後は再び糊自に転じており，従量制にみられたような継続的な減量効果は認められない。

5.財政補填効果

有料化にともなう効果として，減量効果に加え徴収される手数料による財政補填効果カ埼えられる。

ここでは，各市町村へのアンケート調査により，平成2年度の一般家庭ごみ級集分の手数料収入を把握

し，議出のうち経常費用と考えられる処理及悦住持管理経費に手数料収入が占める智治を算出した。た

だし，廃業陶に関する行政運営すべて一部事務詩胎に委託し，会尚子為も組合に委譲されている市町村

については，各市町村の排出量比率によってそれぞれの手数料収入を算出した。、実際の組合分担金も人

口比率及びこの排出量により計算されている。得られた儲及び比率を{表3]に示す。

まず，従量制については5最大42.1% (5502千円)から3.8先 (763千円)まで，かなり分散している。

全国平均の14.1%と比較すると，北海道平均は20.8%(10276千円)と若干高く，より効率的に運営され

ているといえよう。また，平均以上の比率がみられる市町村のほとんどが進剤也方にある。

次に，定額制に養目すると，従量制と同様に45.6%(122401千円)から0.5%(1278千円)と，大きく

分散している。収入，比率とも最高の根室市は，民力水準が高いうえに大きな補壌が関られており，定

額制による利点が効果的に活かされているケースといえるだろう。北海道平均は19.8%と，全国平均値

の17.3%をわずかに超えている。地域分布をみると，平均以上の市町村は，従量制と異なり道東地方に

多く帯在している。また，利尻町と利尻富士町は，入口規模に対する拠品緩費の歳出が栂端に多いため

に，手数料比率が低くなっている。これは島明地域組鳴の要因と考えられるが，岡地域にある礼文町が

比鞠鳴い補填水準にあることから偽の原因があるものと考えられる。
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表4 根集ごみ量あたり処理経費
〈円It.年)(平成2年度〉

!全平均 1.0~ xく2.0 2.0~ xく3.0 3.0~ x <4.0 4.0話x<5.0 6.0話xく10.0 1O.0~ xく却.0加.O~X

無料 12111 (170) 17629 11978 11136 120弼 10992 11861 11140 
従量制 ]52]8 (18) 21035 7759 14お5 14541 18447 21203 
定額融 30314 (14) 的151 知的 15956 19997 12366 
多量のみ損眠 7895 (10) 9822 6674 的53 8618 

表5 年間1人あたり処理経費
(円f人.年) (平成Z年度}

l金平均 1.0話Xく20 2.0~ x <3.0 3.0~ xく4.0 4.0~x く 5.0 6.0話xく10.010.0話Xく泊.0加.0話x

|無料 5053 (170) 61お 4933 45見 5045 4295 5118 5749 
従量制 却貯(18) 5086 3842 4684 5498 7055 5439 
i定額制 13珂7(14) 24273 5031 11目7 部94 6289 
|多量のみ徴現 4903 (10) 5549 3456 4788 5029 

さらに，多量のみ徴淑は，民力水準の土佐較的高い市町村において実施されているが，女満7JU町が4.5%
(1235千円)という補填割合を治すほかは，非常に低い比率にとどまっている。全国平均3.8%も下回り，

手数料補填の観点からは効果がみられない。北見市，小樽市，増毛町は運営上の理由により，手数料に

よる坂入金額が明らかlこされていない。

6.処理及て蹄酎守管理経費への影響
ここでは，手数料を徴収する際の付加的な事務量カ境国及び鮒棺理経費に影響を及ぼす度合として，

収集ごみ量あたり及び1人あたり江経費をもとに考察する。

まず，収集ごみ量あたりの処現経費を{表41に示した。無料収集に関しては，民力1.0話x<2.0の
カテゴリーが若干高いが，他のすべてのカテゴリーにおいて11000円前後の費用となっている。従量制は，

3.0~x<4.0のカテゴリーで低いものの，無料に比べると最大で2倍強の費用がかかっている。定額制
は， 4.0壬x<6.0が無料より低い費用になっている。従量制に比べると， 4.0豆x<6.0，20.0孟xのカ

テゴリーで低い値になっている一方，従量制が最低イ直を示している3.0~x<4.0のカテゴリーでは，
60151円と極端に高い費用を示している。このカテゴリーの定額制実施市町有は，利尻町，利尻富士町，

礼文町，小平町，苫前町であるが，このうち利尻町，利尻富士町の費用が極端に大きいためにこのよう

な結果になっている。これらに対して，多量のみ徴収は常に低い値にとどまっており，収集己み量あた

という観点では処曜経費に与える影響は小さいといえる。

次に，住民1人あたりの勉畠経費を[表51に示した。計画収集ごみ量あたりに比べると経費の幅が
より小さくなっている中で，無料はどのカテゴリーにおいても， 5千円前後と平均に近い備になってい

る。従量積tlは， 10.0歪x<20.0以外は無料とそれほど大きな差異はなく，有料化lこともなう経費の増大
は特に考えられない。一方，定額制では， 4.0話x<6.0のカテゴリー以外で、最も高い費用になっている。

全平均で他の2倍以上であることから，定額制が処理経費に与える影響は非常に大きいことがわかる。

全平均て官甑費用となっている多量のみ徴収は， 4.0壬x<6.0のカテゴリーを除くと最低の費用にとど

まっており，処理経費に与える影響はあまりないことが考えられる。

このように，有料化にともなう処漣及て蹄樹守管理経費に対する影響について，最も大きいと考えられ

る従量制では運営を圧迫するようなケースが認められないのに対し，より小さいと考えられる定額制が

最も大きな影響を及ぼしていることがわかったo しかし，費用の平均値を押し上げている島興部の値を

除けば，定額制も極端な出費であるとはいえない。全留の平均値では，収集ごみあたりの費用は定額制

が最も少なく， 1人あたりで、は従量制が最小で、あるが，北瓶麓の傾向は全国のそれとは一致していない。
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7.不法投棄への影響

ここでの不法投棄の定義は，有料化にともなう生活系ごみの不法投棄であり，事業系ごみ，産業廃棄

物を含まないものとする。この定義にしたがって有料化実施市町村にアンケ…ト調査をした。司積投棄

が発生している市町村数は，従量制(10)，定額制 (4)，多量のみ徴収 (2)とそれほど多くない。

投棄場所は，道路脇，梅岸，沢地，河川敷，山間部などが多く，そのほかに人目につきにくい場所に投

棄されている。そして，これらの投棄行為に対する行政の施策としては，投棄者が判明した場合には撤

去命令を下す例が多い。直接，行政が対応するほかに，町内会による指導，パトロール，立て看板など

によるPR，一斉清掃などが行われている。対策の効果を正確に探ることは国難であるが，各徴収形態
について， 1市町ずつ効果カ溜められている。

8.一おわりに

本研究では， ~肢舗内の212市町村を対象に統計資料及びアンケートによっで調査を行なつだ。ごが収

集手数料の徴収形態を従量制ー定額制，多量のみ徴坂，無料と分類し，市町村を民力総合指数によって

カテゴリ一分けし分析した。得られた結果をまとめると以下のようになる。

q激収形態別には，従量制，定額制，多量のみ徴収，無料が，それぞれ18(8.5%}，14(6.6%)， 10 
(4.7%)， 170市町村(80.2%)である。

②民力総合指数別にみると，従最制は3.0から10.0，定額制は3.0から4.0の市町村に多くみられる。多

量のみ徴収は4.0以上に多くみられ，特に10.0以上で割合が高い。これらのことを人口規模に対応さ

せると，従量制もしくは定額制を実施しているのは，人口3千人から5万人までの市町村である。

多量のみ徴収は， 1万人以上の市町村で実施されている。

@溜和56年度以降，ご制民集を有料化している市町有は，定額制は19から14市町村に減少し，従量制

は8から18市町村に増加している。

④平成2年度における原単位は，従量制が537g，定額制カ，$1192g，多量のみ徴収が1062g，無料が

960gとなり，減量化という観点からは従量僻が有効である。

@有料化実施前後を註殺すると，従量制 (9市町村)は平均23.6%減少し以降も減少もしくは微増で
ありごみ減量化に効果がある。定額制 (3市町村)，多量のみ徴収 (2市町村)は，実施による減

少傾向はあるもののその程度は市野村によっ一て大きく巽なる。

信激坂された手数料のごみ処理及び維持管理費用への補縁体は，従量制では平均20.8%(全国14.1

.%) ，定額制では平均19.8%(全国17.3%)となり，全国より効率がよい。特に，従量制は道陣地

方，定額制は道東地方に補填比率の高い市町村がある。

⑦住民1人あたりの年間知摺経費は，従量制，多量のみ徴収，無料は5千円前後であり，有料化にと

もなう経費の増大は特に見られない。定額制は，処現経費が大きい。

以上のようなことから，従量制がごみの減量化に有効であると考えられる。今後の課題主して，有料

化による減量効果を定量的に把握することのできるモデルの開発があげられる。最後に，調査にあたっ

で協力じてくださった市町付清摺関係部局の方々にお礼申し上げます。
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